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交換媒体としての货幣と取引過程の分権化

福 岡 正 夫

( 1 )

1 最近本誌に寄稿した二つの論文において，私>はワルラスの意味での完全市場を具えていない経 

済組織にあっても，若干の条件さえ満たされていれば，ュッジワース流の交換過程がバレート最適 

配分をもたらしうることを明らかにした。その条件というのは，大まかにいって，すべての取引主 

体の初期の財保有量が，誰もが欲する財を含んでいるということであり，その種の一般的受容性を 

もつ財があるならば，小人数のグループをつうじての交換なかんずく双方取引（bilateral trade) の 

制度の下でも，万人共通の最適均衡価格が成立し，その下で競争均衡が達成されうることが示され 

たのである。

本稿においてわれわれが考察するのは，それとは交替的に，上記の条件はかならずしも満たされ

ていないが，その代り.当初からすでに競争均衡価格が成立しており，その下で社会的需給の一致が

達せられている経済において，やはり全員が一堂に会することなく個々の取引者間の交換が成就さ

れるためには，いかなる条件が満たされていればよいかという問題である。あるいはこれは，各取

引主体の超過需要の合計量がどの財についてもゼロになっている状態から出発して，中央取引所の

制度に頼ることなく，いかにして各主体の個別的超過需要そのものもまたすべての財にわたってゼ

口にすることができるかという問題であるといってもよい。

断るまでもなく伝統的な均衡経済学においては，全員が取引所に会してr市場と取引するJ 仕組

みが仮定されているがゆえに，この問題は存在しない。いまこのようなワルラス的な想定について
( 2 )

多少とも具体的なイメージを思い浮べてみるためには，ヴューンドルプにしたがってtrading an

nex clearing c e n te rとして機能する全経済的規模の交換仲介機関を構想し，すべての取引参加 

者がそこに口座を設ける状況を想像してみれぱよい。市場日が開かれるやいなや各取引主体は彼ら 

の超過供給をその仲介機関に寄託して，それに相当する価値額を何らかの計算単位で自らの口座勘 

定に記録する。やがて市場のある時点において，当該仲介機関はこの寄託の受け入れを閉じ，それ 

以後各主体はこんどはオファーした超過需要の財の受け取りを開始する。それに応じて彼らの貸し

注（1 ) 福岡正夫「非ワルラス的交換過程と最適配分I ,  n j , 『三田学会雑誌J 1980年10月号および1981年4月号。

C 2') E. C. H. Veendorp, "General Equilibrium Theory for a Barter Economy", Western Economic 

Journal, March 1970, p. 3 参照。
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越し勘定は次第に相殺されていき，市場日が終るときまでにはすべての勘定が清算されると想定す 

る。要するにこのような仕組みにおいては，財への唯一の支払いは売手の勘定への追加ならびに買 

手の勘定からの差引きになるだけであり，これらの勘定は，上記の擬制的な仲介機関の口座の記録 

'か当享者の記憶あるいは信頼関係のなかに存在するにすぎないのである。

このような解決法は，たしかにその論理的性格においてきわめて単純明快であるが，現実の交換 

過程の叙述としてはかならずしも意に叶うものとはいいがたいであろう。なぜなら実際上観察され 

る交換の多くは，そのような人と市場との取引ではなく，人と人との取引であり，したがってもし 

交換という用語をその意味に用いるなら，上記の交換モデルは逆說的に交換の要素を含まない交換 

モデルであるといわざるをえないからである。それゆえに取引者間の交換のメディアとしての貨幣 

の機能を究明する立場からすれば，まず捨てられなければならないのがこのclearing cen te rの 

想定であることは自明であろう。

これに引きかえ，いわゆる需給の法則ならびに一物一価の法則の方は，情報が発達した今日の社

会においてはさほど虚妄の機構とも考えられず，一応の現実感をもって受け容れられるところでは

ないかと考えられる。それゆえ本稿においては，伝統的理論における価格の伝達•調整機構の部分

はそのまま仮定として持越すことにし，その結果社会的需給の一致と万人共通の均衡価格がすでに

成立しているものと仮定するのである。このように伝統的な競売人，模索過程，中央取引所の三位

一体を解体して，価格，超過需要の情報チャンネルの部分はこれを活かし，他方中央取引所の機構

は棄却するという基本構想を立てるについては，あるいはその精神分裂的な性格を指摘する向きも

あるかもしれない。しかし一物一価の法則と，貨幣を交換媒体とする双方取引とがいずれながら行

なわれている現実に着目するならば，これらのあいだに越えがたい原理的矛盾があるとはほとんど

考えられない。やがて以下の分析が明らかにするように，貨幣はこの場合双方取引の鎖を連動させ

て，それに中央取引所が存在する場合と同等の機能を果たさしめる潤滑油の役割を果たすのであっ

て，そのような貨幣の役割に光をあてるためには，かえって上述のような推論の線を迪ることが必

要にして有効なアプローチであると考えられるのである。少なくとも均衡価格が分かっている場合

の貨幣の役割を知りうるのでないかぎり，価格が不確実な場合のその役割を知ることは到底不可能
(3)

というはかはないであろう。

「三田学会雑誌」74卷 3 号 （1981年6月）

注〔3) 以下本稿と同じ分折視点から問題をとり扱った文献として，J. M. Ostroy and R. M. Starr, "Money and the 
Decentralization of Exchange", McoHomctデica, November 1974, G. Bradley, "Trading Rules for a 

Decentralized Exchange Economy,,, in S. E. Elmaghrabig ed.. Symposium on Theory, o f Scheduling 

and its Applications, 1973, P. J, Madden, "A  Theorem on Decentralized Exchange", Econometrica, 

July 1976, R. M. Starr, "Decentralized Nonmonetary Trade", Econometrica^ September 1976,浜田裕 

一郎 r分権的交換過程と支払手段としての貨幣J , 『三田学会雑誌J 1977年2月号などを参照。
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交換媒体としての貨醇と取引過程の分権化 

2 こうして本稿では，当初から競争均衡の状態にある経済を考察するが，他方取引主体はつねに 

全員より少ない一定人数のグループをつうじてしか交換に従享できないものとする。この点につい 

ては，当該の人数を越えるグループ形成には，法外な費用がかかると想定すれぱ足りるであろう。

前稿と同じく財の種類は《種 類 （iVニ{ 1 , 2 , … … ’ « } ) , 取引主体はm 人 （M = { 1 , 2 ,… … ，m } ) , 

こ こ で と し ，主体のグループはつねに人 （々 くm ) によって構成されると考える。正の均衡 

価格ぺクトルを わ = U h ,  p 2 , … … ，p n h  の下での各主体の超過需要ぺクトルを之 , =  も r,

...... , 2nr](グニ1 ,2 ,  .......W ) ,各主体の初期保有量へクトルをズ[ズIr, 'ズ2 r , .......... , ズnr]

ニ1 , 2 , ……，m ) で記し，また" x m の超過需要行列を同じく初期保有量行列を叉 

= [も> ]で記せば，上記の'前提から（ん X )については当然つぎの各条件が成立していること 

になる。

( U . 1) I ：之,ニ 0

(U. 2) pZr=0, all r e M

(U. 3) . —z,^Xrt all r e M

および

(U. 4) , z,R,z, all z such that pz^Q, —z^Xr

ここで（U .1 ) が社会的需給均等の条件を，（U. 2 ) 力’傳主体ごとの収支均等条件（ワルラス法則） 

を，（U. 3 ) が超過供給に関する量的制約条件を，（U. 4 ) 力:選好R' に関する最大化条件をそれ 

ぞれあらわしていることはレ、うまでもないであろう。

さて^期の取引に先立つ主体；̂の財保有量ぺクトルを《;;=.[>{,, w l , ...... , であらわし

(明らかにM；J = ん），またその期の純取引量べクトルをレ[fi{り flzr,...... , が》r ] で示す。a'パこ

ついては，その正の成分は当該の財の受け取りを，負の成分はその引き渡しをあらわすものとする。 

すると，この期に会合するどのグループ6 についても，その成員間の取引は明らかにつぎの諸条件 

を満たすのでなくてはならない。

( A . 1) T a l= 0

(A . 2) ■ pai =0, all red

(A . 3) Wr ^0 , all red

( A . 1 ) は交換にさいして何ら物理的な取引費用がかからないこと， （A. 2) は取引をつうじて

受け取る財の価値額と引き渡す財の価値額とが等しいこと，（A. 3) は信用取引ができないことを

それぞれ意味している。なかんずく（A. 2 ) の等価条件（いわゆるquid pro q uoの条件）はスタ
( 4 )

一が価格斉合性の条件と呼んだところのものに該当し，（U. 2) のワルラス法則よりはるかに強い

注（4) この種の問題における条件（ん 2 ) の重要性に始めて注意を唤したのは，スターの功績である。 R. M. Starr, 

"The Structure of Exchange in Barter and Monetary Economies", Quarterly Journal of Economics, 

May 1972, pp. 293-294 参照。
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I•三田学会雑誌j 74卷3号（1981年6月）

制約をあらわすものであることに注意すべきである。通常の一般均衡理論にあらわれるワルラス法 

則は，たんに需要される財の総価値額と供給される財の総価値額が等しいことを規定しているのに 

対して，この等価条件はそれぞれの交換ごとに受け取る財の価値額と引き渡す財の価値額が等しい 

ことを要請しているのである。

上に述ぺたように，取引主体はつねにその総数m より少ない々人から成るグループをつうじて取 

引に携さわる力:，W人のなかから々人のグループが複数個形成されうる場合には，それらのグルー 

プは同時平行的に各グループ内で取引を行なうものとる。また同一*期間内では同じ主体はただ一 

つのグループにのみ所属でき，同一の顔ぶれから成るグループは交換過程をつうじてただ一度しか 

会合しないとした上で，これらの条件を満たす最小の期間数を以下ではT であらわし，/ - I , 2,

•" … ，T にわたるグループ会合の系列を1 ラウンド （One R o u n d )と名づけることにしよう。す こ と  

えぱ k = 2 ,  w  =  3 であれば， T = 3  で，（（1 , 2 ) ,  3 ) , ( ( 1 , 3 ) ,  2 ) ,  ( ( 2 , 3 ) , 1 ) が 1 ラウンド 

であり，また m  ニ4 であれば，ア= 3  で，（（1 , 2 ) ,  (3,  4 ) )，( ( 1 , 3 ) ,  (2 , 4 ) ) ,  ( ( 2 ,  3 ),

( 1 , 4 ) ) が 1 ラウンドである。 このようにゐ= 2 の場合には，一般に

\m—\ が偶数のとき）

(mが奇数のとき）

となり，mが奇数のときは，つねに1人の取引者が半端になって交換には参加しないことにな1)5。）

またる〉2 ならば，さ ら に の 場 合 と の 場 合 と が 分 た れ ，前者の場

合は明らかに同時には1 グループしか会合できないから， T はm 人から々人のグループを選びう 

る可能性の数

ァ ニ ⑩ て Lめ ！さ讲

に合致し，ここで最後の不等式の等号はゐ=m —1 の場合にのみ成立する。他方| m > 〉々2の場合 

は m ikが整数ならm ik個のグループが同時に会合できて

1 ノ （々一l ) ! (m - )々！

となり，またm ikが整数でないなら

^ > (T ：D

となる。ところで

注（5) Ostroy and Starr, op. cit., p. 1095参照。なおそうなることの証明については，浜田，前掲論文，pp. 71-72を 

見よ0
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交換媒体としての貨幣と取引過程の分権化 

で，右辺の分数はすぺて1 より大，ま た み さ な ら （m -2)/〔ゐ一1)さ2 であるから，m > 2であ

るかぎり

となるのでなくてはならない。ゆえに2<k く m である以上，アは々ニ 2 の場合のアを下回ること

はなく，それらは々= w —1 の場合にのみ等しくなる。 こうして1.ラウンドの含む期間数は，ゐニ2
( 6 )

のとき最小となり， >々 2 については々が大となるにつれて急速に増加することが分かる。

このようなラウンドをつうじてのグループの組合わせとその会合の順序は個々の取引主体の選択 

変数ではなく，交換の過程に先立ってあらかじめ任意に定められ，知らされているものとする。前 

記のごとく/ 期首の主体グの財保有量ベクトルはであり，その期の純取引量ベクトルはfl;で 

あるから，当然

(1)

であり，したがって/ 期首における主体マの未充足超過需要ベクトルを"!■とすれば，明らかに

(2) V̂ r=̂ r~Ci<̂ r—Xr^=Zr—

である。ある/ についてy ;= 0となるときに，始めて当該主体の当初の超過需要はすべて満たされ，

取引の目的は成就されるわけであるから，取引過程が効率的であることの一'̂：̂?の簡単な指標は，す

ぺての主体がそのような目的を成就するに要する期間の数であると考えることができよう。われわ
(7)

れはオストロイ=スターに做い，上に定義した1 ラウンドで所期の目的が達成されること，すなわち

( E) ^  a{= Z,, all f= lf  2, m
t = 1

となることをもって，超過需要Z の1 ラウンド内での完全充足（Full Execution Within One Round) 

と呼び，以下そのような目的を達成する取引ルールの存在に興味の的を絞ることにする。これをい 

い換えれば，！>{»■] = = ル，lv\r'] = V ^とするとき，われわれの課題は = す

な わ ち = + ルニ叉+ 1：ルのプロセスを経て， PTT+i = 叉+ Z ないしはFT+i=Z-

1；バ^ = 0を達成する取引ルールの性質を究明することに求められるのである。このような意味での

有限期間内での目的達成に考察の焦点を合わせることが，本稿の議論を前稿のそれと相異ならしめ 

る重要な点の一"^である。

さらにもう一つの顕著な相違点は，前稿ではもっぱらュッジワース流の直接的物々交換の過程を

注〔6) Madden, op. cit,, p. 788, tl 3 参照。

( 7 )  Ostroy and Starr, op. cit" p. 1096, また Madden, op, cit., p. 788 参照•
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考察したのに対して，本稿では，ひとたび受領した財を後の交換のためにふたたび提供することが 

できる間接的交換過程をやがてとり扱うという点である。このような直接交換と間接交換との決定 

的な違いは，主体の選好i?,が定義されている場合には，条件

(G ) すべてのr お よ び / に つ い て エ

が満たされているか否かであらわされよう。すなわち直接交換の過程にあっては，かならず（G) 

が満たされていなくてはならず，効用を増加させる取引のみが実現されるのに対して，間接交換の 

過程では，かならずしも（G ) が要請されず，局面によっては効用減少の可能性もが認められてい 

るのである。

. このような効用の単調増加性ないしは非減少性の規準は，選好や効用関数が表立って定義されて

いない場合には適用することができないが，その場合にはいわゆる超過需要単調減少の規準をもっ
( 8 )

てこれに代用することができよう。スターに負うこの規準は，条件

すべての i  , グおよび f について 

(P )  (i) sgn fl|, = sgn v\r であるかがir = 0, かつ

(ii) k lJ  シ  yJJ

で定式化され，ここで(i)は主体グにとって財f が超過ぎ要の状:IIにあれぱ，それを購入する方向で 

取引し，超過供絵の状態にあれぱそれを売却する方向で取引すること，もしそのような取引が不可 

能であれぱ，いっさい取引は行なわないことを意味しており，また(ii)はそのような取引を行なうに 

あたって，買いすぎたり売りすぎたりすることで超過需琴•超過供給の方向を逆転しないようにす 

ることをあらわしている。（P ) を満たす交換過程では，明らかに

v l^ O な ら さ "じ1さ0

なら じ1^0

となり，いずれの主体も超過需要，超過供給を増加させることはない。他方（P ) を満たさない交 

換過程では，超過供給を増加させる交換を行なうことが可能であり，この場合当該の主体は，超過 

供給の増加した財をやがて後の交換機会に他の主体に対して提供することになるであろう。 （P)

を満たさない交換過程が間接交換の過程とみなされるのは，このような理由にもとづくものである。

3 さていかなる条件が満たされる場合に， （A ) および（E ) で規定されたような超過需要の1 

ラウンド内での完全充足が可能となるのであろう力んまずこの点については，前稿でも依媳した力 

ラテオドリ一の定理をふたたび援用することによって，前稿I の定理2にやや類似したつぎの定理

r三田学会雑誌j 74卷 3 号 （1981年6月）

注（8 ) Starr, op. cit., pp. 294-295. 

( 9 ) 福岡，前掲論文I , P. 64.
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交換媒体としての貨幣と取弓I過程の分権化

が成立する。.

定理1 グループ構成員の数みが財の数" を下回らないものとする。そのとき各主体の選好に 

ついて凸性の仮定が満たされるとすれば，すべての（/>, Z , 文）かつすベての会合順序に対し 

て，条件（A), C G )および（E ) を斉合的ならしめる取引ルールが存在す

証明

取引ルールとして，各取引者はその初期保有量べクトルモ，と超過ぎ要量ぺクトルもとを結ぶ 

線分上を，らに向かって進む取引のみを受け入れるものと仮定しよう。

ある取引主体のグループが会合したとき，上記のルールの条件を満たし，しかも（A . 1 ) , (A.

2), (A. 3 ) の条件をも満ナこす取引が可能であるとすれぱ，彼らはそのような取引がもはや不可能 

なところまでそれを実行し，またそのような可能性がなければ，いかなる取引をも実行しないと想 

定する。選好の凸性の仮定から，それらの取引の列が効用非減少の条件（G ) を満たすことは明ら 

かである。そこでさらにそれが条件（E ) をも満たすものであることを以下で証明することにしよ

そのための準備として，いまらの原点であるを通り， を法線ベクトルとする超平面を//•■ペ 

で記す。すると（U .1 ) , (U. 2), (U. 3 ) ならびに上記のルールのつくり方から，明らかにすべ 

て の n こ0 いてyレ //"-1が成り立つことになる。

さて々人の主体から成るあるグループ6 が / 期に会合するものとし，上記の条件の下で取引を行 

なうことが可能であるとすれば，

(3) E,^rVr=0, 0</Ur^l

であって，ここでデは6 のかで非ゼロの取引に参加する主体の集合セある。 この取引を実行し 

たのちにおいては

(4) リシ+1 ニu K l—/̂ r), r f d'

となる力’、，/^ニ1 の主体についてはいうまでもなくが+1=0となって，超過需要が充足されてしま

うから，以下ではfi,く1 の主体の集合d " についてのみ考えていく。そのようなd" に含まれる 

ダについてmaチ と な る 任 意 の 主 核 を S として

r5) r _  パr/(l 一 aO
ゅ） 力 ' -

とすれぱ，いうまでもなく 0<り, ^ 1 である。すると（3), (4) を用いることによって

注（10) Madden, op. cit., p. 789, Theorem の前半部分参照。
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(6 ) E  でr 1 = ち ,をルtK =  0

となるから，グループが'したがってけは上記のルールにしたがってさらに取引を進めることが可

能となる。そして最大元のS についてはり, = 1 となるから，が:+2 ニ y:+i(l—/^ ,)= 0となって，-0の

少なくとも1人の成員はつぎの取引から抜けることが分かる。

これだけのことを考慮した上で，ここで主張の証明にとりかかることにしよう。いま結論に反し 

て，1 ラウンドの終りに未充足超過需要がまだゼロになっていない主体がいたとする。そのような

主体の集合をあらためて没とすれば，（U .1 )からX；2：r = 0 ,したがって（A . 1 X 2 )から！：

であるから，

(7) ! > r = o

である。ゆ え に こ の 条 件 か ら 当 然 = 0 が成り立ち，0 が点Vレ r e d の凸包に含まれるこ

とが知られる。そしてこれらの点がはすべての上にあるのであるから，カラテオドリーの

定理によって，0はそれらの点のたかだか" 個のものの凸結合としてあらわされることになる。す 

なわち

(8) 0= Xi ccrV̂ , 0 < a , ^ l , X  =1

#d'^n, d^Qd

が成り立つのである。

ところで定理の仮定々さ" から， グ ル ー プ が は の ど こ か で ， 少なくともあるグループ 

のサブ. グループとしては会っているはずである。 そ し て に つ い て は |Z；;vlさIがfr I である

から，上記の取引ののちのr e d 'の超過需要は；!ル? ' , んさ1 の形になっているはずである。 と 

ころが（8 ) が成り立っているわけであるから，それといま述べた事実から

(9) 1：? ^  が=0, 0 < y " ^ l

が成り立たねぱならず， グループデにとってはんがをルールにしたがってさらに減らす形で

の取引が可能である。すると前に議論したとおり，Or/ん) / (1 - 0ノん)）の最大元に応ずろ主体に 

ついては超過需要がゼロとなり，したがってd 'に含まれる少なくとも1人の成員が不可避的に取 

引から脱落することになる。

こうして超過■要が非ゼロの取引主体数はゲよりさらに減少するが，がS 6 であるから，これは

—— 8 0 C 2 7 S ) ——
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交換媒体としての貨幣と取弓I過程の分権化 

明らかに6 の定義と矛盾する。なぜならヴは1 ラウンドが終了したときの，超過需要非ゼロの主体 

の数であり，（が r に向かうにつれて，超過需要非ゼロの主体数は減りこそすれ増えることは決 

してありえないからである。

よって6 は空集合であり，帰譲法の仮定は偽であることが判明した。

4 マドンの貢献にもとづく上掲の定理は，グループ構成員の数が財の数を下回らないかぎり， 1

ラウンド内での可能な取引ですぺての主体が超過需要を充足することができ，しかもそれがュッジ

ワ一ス流の直接交換過程をつうじて実現できるという與味ある結論を示している。この定理によつ

て知られるように，1 ラウンド内での超過需要の充足と直接交換とがつねに非斉合的となるのは，

グループ構成員の数が財の数を下回る場合にのみ限られるのである。

反面そのようにグループの成員数が財の数より少ない場合には，いうまでもなく直接交換をつう

じての1 ラウンド内での超過需要の充足は保IEされえず，この点については各主体の初期保有量を
(11)

適当に定めることによって，容易にいくつもの反例をつくり出すことができるであろう。この種の

直接的物々交換の不効率は，元来それが•"欲望の両面一致」（"double coincidence of wants" )とし

て知られる条件を必要とするところから生ずるものであり，問題の本質はしぱしぱ弓旧されるジ:n

ヴォンズのつぎのような章句にもっとも精插に表現されている。

「交換のもっとも初期の形態は，直接に欲せられるものの代償として直接に欲せられないもの

を与えるということから成り立っていたにちがいない。この単純な取引を称してわれわれは物

々交換（barter)と呼ぶのであり，......それを，交換される物品の一*方が交換の第二段階で手放

されるまでほんの短い期間のあいだ意図的に保有される売買から区別するのである。このよう

に売りと買いとのあいだに一時的に介在すろ物が貨幣にほかならない。

物々交換の第一の困難は，自分の処分できる所有物が互いに相手の欲望に適合するようなニ

人の個人を見出すところにある。一方の物を欲する人は沢山いるかもしれないし，また欲せら

れる物を持っている人も沢山いるかもしれない。しかし，物々交換が成立するためには，両面
(12)

の一致がなくてはならないのであって，その一致はすこぶる稀にしか生じないであろう。J 

もしこのような叙述が正しいとするなら，概して小人数間の取引とりわけもっとも通常に見られ 

る一対の取引者間の双方的取引においては，直接交換をつうじて所期の目的の達成をはかることは 

一般には不可能であり，間接交換すなわち媒介財（ジヴォンズの意味での貨幣）を用いた交換が要 

請されざるをえないであろう。この点を会得するには，つぎのようなw = 3, « - 3 の簡単な享例を

注〔1 1 )マドンは*ミ" の条件が（A), (G), ( E )の斉合性のための十分条件であるぱかりでなく，また必要条件でもある 

ことを主張している。Madden, op, cit" pp. 789-790, Theoremの後半部分参照。しかしこのより強い主張はか 

ならずしも納得的に誰明されておらず，たんに反例を示すにとどまっているように思われる。

(12) W, S. Jevons, Money and the Mechanism of Exchange^ 1875, p. 3 参照。
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考えてみるのがもっとも便利である。い ま 1 , 1 ) で，

「一 1 1  0  n 「 1  0  0  1

z ニ 0  — 1 1 0  1 0

1  0  一  1 - - 6  0  1 -

のような経済があるとすれば，そこではどんな一対の主体を選んでも一方が他方の直接欲する財を 

提供することはできないから，交換はまったく行なわれず，したがって（A ) ならびに（E ) を満 

足する直接的取引ルールは存在しえない。 ところがこの例で，会合の順序を（(1 ,2 ), 3), CC1, 

3), 2), ((2, 3 ) , 1 ) セ与えるとすれぱ，第1期に主体1が主体2の欲する第1財を1単位提供し， 

その代償として，直接彼の欲するものではないが第2財をさしあたって1単位受け取っておくとす 

れぱ，第2期には主体1 と主体3 とのあいだに欲望の両面一致が成立し，（E )を満たすことができ 

るようになる。このように直接交換によっては（A ) も （E ) も満たさない享例であっても，条件 

( P ) を要請しない間接交換によるならぱ，（A ) および（E ) のいずれをも充足することが可能 

となろのである。

5 ではこのような間接交換をつうじての取引は，一般に任意の経済CP, Z, X )かつ任意の会合 

の順序に対しても，つねに（A ) および（E ) を満足するルールを与えるであろう力、。オストロイ 

= スターが交換の情報構造との関連において解明しようとしたのは，この問題である。われわれも 

本節以下においてその二三の重要な成果を概観するが，それは併せて彼らのIE明の一部の不備を補 

正することをも目的としている。

さて以下でとり扱うのはもっぱら双方取引のモデルであるから，グループの成員数々は一貫して 

2に限定されるが，その場合には^期に会合する交換グループの組は取弓1主体の集合^^={1 ,2 , 

m )の置換が0 0 = 5 あるいは

冗 し ( 1 ) が(2 ) …… irXm)/

によってあらわされ， ここでjr '(r )= sは / 期において主体r は主体5 とペアを組むと解釈する。 

たとえぱm = 5 の事例において，（（1 ,2 ) , (3, 4), 5) は

と同義であり，いうまでもなくこれは{期において主体1は主体2 と，主体3は主体4 と.ペアを組 

むこと，そして主体5は交換に参加しないことを意味している2 したがって会合の順序は置換の列 

{n'}, t = l, 2 , ……，r によってあらわされることになり，それについては当然

( I I . 1) ;r*(r)=5<=：>7r*Cs) = r, all r e M, all t e {1,2, T}
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(n. 3)

交換媒体としての貨幣と取弓I過程の分権化

01.2) TT'OÔ TT' O ), all r € M, a l lけだ

T：*(r')^r, all r e M, a l lレ（wが偶数の場合）

,7r*(r) = r, all r e M, exactly one t (w が奇数の場合）

の三条件が満たされると考えられる。これらの条件が満たされれば，す べ て の に つ V、て

Tt\r-)=sとなるけ：1 さビアのあいだにかならず1個しかもただ1個のみ存在し， よって当該

の系列{7T'}, /= ! ,  2, T が1 ラウンドの精確な定義となるのである。

つぎにオストロイ= スターの問題設定においては，取引ルールと情報構造との関連が枢要な役割
(13)

を果たすから，この点についてあらかじめ若千の予備的考察を加えておくのでなくてはならない。

取引量の決定はいうまでもなく取引当事者の財保有量や未充足超過需要量に依存するが，それぱ 

かりではなく彼らがもっている情報量にも依存する。実のところ彼らがどのような財をどれだけ保 

有し，どれだけ欲するかということも，情報の一部をなしているのである。そ れ ゆ え 主 体 が  

( 期に会合するとき利用できる情報をムで，またん;,の集合を*5?̂であらわすとすれば，取引ル一 

ルとは厳密には •Sf" を定義域と し 2人の取引量の集合 を値域とする関数

であると定義することができる。経済 ip, Z , 又）にとってのf 期の情報は，一般にf 期の環境

ゾ *〔り= 〔7 ' ,  PFS M ,  N , が, />)

と， f 期以前の過去の記録

**C0 ~ C{ ̂  ^

とから成り，各主体にとって利用可能な情報L i は明らかにゾ*(り X ゾ**(りの一部である。し 

たがって上記の（r, S )の会合とさいして利用できる情報ん:，は L : x L : であらわされると考え 

るのが自然であろう'。

ところで上記の情報ゾ*(りXゾ * * ( / )の清成因子のうち主体/*にかかわる部分は，彼g 身の環 

境ゾ "it(り し  > N ’ 7T'(グ），p ')およひ波の過去の記録ン〔り= T } r =1.

....ト1 , {ビ ケ ル … .,-1)から成ると考えられる。そこで簡単化のためゾズり= ゾ>|：(り X ゾ i * (り 

と言くことにすれぱ，われわれはすべてのf および jr<00 = s の す ベ て の Sについて

ムし力,4 ゾズり x f [ ゾ ' f ( ' ) (で） x n  n ゾ ： ト*レ))（で）

/ —I . / — 2 t —h — 1 . t — h
Xゾ '（りX n ゾ ' ( ! )（で）X n  n ゾ ：（' 《'))o) を超えない 

ことをもって，分権的情報が利用可能であることの定義とすることができるであろう。あるいは同

注( 1 3 )以下の議論については，浜田，前掲論文，pp. 74-77に負う。ただし不適切と考えられる一二の点については，著者 

独自の考え方にしたがった。
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様のことを他の面からいえぱ，われわれは

(C ) V " 力：（D ) の上限を超える

(14) .

ときに，集権的情報が利用可能であるというのである。このような用語法をもってすれば，取引ル

一ルルは，その定義域が（D ) を満たす場合に情報分権的な取引ルールであり，他方それが（C)

を満たす場合に情報集権的な取引ルールであるということになる。

( D ) における最大限の分権的情報は，ゾ S S のほかにド，S が過去において取引した相手

ビ00, 7：ズ5), r = l , 2, t - 1 の財保有量や未充足超過需要量を始めとして，彼らのそのまた

過去の取引相手の名前，財諸量の記録等々といった取引経緯をすべて含んでいる。したがって，そ

れは分権的情報とはいうものの，交換当享者に対しては彼らの記億および記録の能力あるいはその

ために要する費用などについてかなり厳しい要求を課するといわねばならない。この点を考慮にい

れるならぱ，そのような制約がもっとも少ないという意味で，もっとも分権的な情報の利用可能性

は

(D *)

(15)

によって与えられるものというべきであろう。

取引ルールについてここでいま一つ規定化しておく必要があるのは，それが取引主体ならびに財 

の名前から独立であるかどうかという性質である。

取引ルール ;0は，すべての f および r , Sについて

( N . 1) 0 し =  とするとき，K ムし）=|0(こし）

注〔1 4 )浜田，前掲論文における（D ) の定義では（本稿の記号でいえぱ)， n ゾパ(" ( T ) x n  n ゾ け '-*(r»o ), 

' n X n° 'す 1ゾ，へ，ド*り" ( r ) の代りに' ふ；.：，び) / ふ: パ… が用いられている。 しかし

(りC^Sf I *'c» >についても同じ）のもとになっているLr, •■び, はたんにゾ"*(r) X の~■部として定 

義されているにすぎす（同論文，P. 7 4 ) ,それがどれだけの一部なのかは限定されていないから，これをもって分 

的情報の定義とするのは不明確であろう。
他方オストロイ-スタ一の（D. 3)の定義は,>■(りXゾ ，（りのみにもとづくものである力*、，彼らの考え方を貫く 

かぎり，われわれのCD)のょぅに'jjiゾ パ 'す 1ゾ （r), 'fitゾ '〜> (r)x 'if2 , A ̂
' ゾ パ 力 •、含まれてくるのは不可避ではないかと思われる。 なぜなら，主体r ,  S 力：過去の取引の一部を記 

億しうるのに，他の部分を忘却してしまうのは不自然であるし， また費用をも含めて記録の能力に同様の差別を設け 

るのも不自然だからである。
( 1 5 ) ここでの（D* )の定義はオストロイ-スターの（D. 2 )に該当する，彼らによれぱ，もっとも分権的な情報は，さ 

らに取引相手の名前も合まない彼らの（D . 1 ) であるとされるが，浜田氏の論文で指摘されているように，これを利 

用可能な情報の多寡として把えるのは適切ではない。（D . 1 ) と（D. 2 ) との相違点は，むしろ後に（N . 1) として定 

義される取引ルールの匿名性ないしは取引主体の名前からの独立性に求められるぺきものであろう。浜田，前掲論文， 

p. 75, n . 12 参照。
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斤を財の添数の置換と.してが*(りホ Ir, ^i(i)r ~ ̂ <rf 

(N. 2) =v*,, = iv\s> Pi(.i) — Pi とするとき，

L*J の " し  し の し  /> を が w 'r f  v[, iv[, p

に 置き換えた情報えしに つ い て

(flri = (0(L* 5) ,たたし =^2'そ(りり flis

(16)

のニ条件が満たされていろときに匿名的であると呼ぱれる。

ここで（N . 1 ) は，取引相手が異なる名前の個人になっても，その財保有量や超過需要量の数値 

が同一でありさえすれぱ，同一の取引量が決定されることをあらわしており，これは取引における 

人格的要因の排除を意味するものと考えることができよう。

他方（N. 2) は置換

_ ( 1 2 …… n

\7r C l )斤( 2 ) ......斤0 )ノ

を 用 い て ， ( l = r ,  S に つ い て

2̂qf ......, = ("*<!)», "if(2)7, ......,

W q  =  ( W i q f  W iq y  ............,  ~  C ^ i f ( l ) «  > * ^ i ( 2) » ,  ............ ,

P — Ĉ l> p2i ......, Pn) — (.Ps(.l)l> Pn(2)f ...... , Pn<.n))

とするとき，

力二

■， n̂q') 一 C®n(l)f» ......,

となることを意味しており，これは財の名前をつけ換えても，保有量，超過需要量ならびに価格の 

数値が同じであれば，やはり同一の取引量が決定されるということである。このことは各取引主体 

がすベての財についてそれらに内在する性質は問うところなく，受け取るもの，引き渡すものの価 

値額だけを問題として行動することを意味しているから，その背後に選好関係を想定する場合には 

きわめてきつい仮定であるといわねばならない。しかし目下のモデルでは，取引量ベクトルの決定 

は効用最大化の仮定の下で行なわれるわけではなく，たんに条件（A ) の下で行なわれるにすぎな 

いから，そのかぎりにおいてはこの仮定を援用することにさほどの支障は生じないであろう。

ただ交換の過程をつうじて特定の取引主体ないしは特定の財が取引調整上の特殊な機能を果たす

注(16) ( N .1 )については注（15 )を参照。（N. 2 ) はプラy ドレーのC 3 bを定式化したものである。Bradley, op. 

cit., p. 234 参照。
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場合—— たとえぱある主体がプロ一力一としての機能を果たすと力、，ある財が貨幣財としての役割 

を果たすとかいう場合—— には，上記のような取引主体の行動を想定することはできず，そのかぎ 

りにおいてこれらの仮定の使用には注意が必要である。その意味では，（N . 1 ) や （N. 2 ) は，プ 

ローカー，貨幣などの存在によって交換制度が組織化されていない場合に承認することのできる取 

.引ルールの特徴であるといってよいであろう。

6 以上を準備として，ここでォストロイ= スターたちが開発した定理の世界に入る。彼らがまず 

立証したのは，集権的情報が利用可能であれぱ，個別主体間の交換をっうじて1 ラウンド内で超過 

需要の完全充足を達成する取引ルールがかならず存在するということである。

定理2 グループ構成員の数々はつねに2に等しいものとする。そのとき（U) を満たすすぺ

ての（/>, Z, X ) かっすベての{?rん tニ1 , 2,..., T に対して，条件（A ) および（E ) を
(17)

満足する情報集権的な取弓Iル一ルが存在する0

証明

IE明の手順は，最初に(i)チ:n イン(chain)と呼ぶ超過需要のある原基的な構造を定參し，っいで(ii) 

そのようなチ: インを1 ラウンド内で完全に充足する取引ルールが存在することを示し，さらに 

卸所与の均衡超過需要量のバターンが有限個のチュインに分解されうることを明らかにし，最後 

に(iv)それらのチ- インのそれぞれに(り)の取 [ル一ルを適用することによって，，各チュインごとの取 

引列の和として所与の超過需要を充足する取引列を構成しうることを示す，という四っの段落から 

成る。

(りいま{r!, T2, ......, をM の部分集合，また {と，も，...... ， をiV■の部分集合とし，主

体グ1は財んの超過供給をもっが，それに対して主体らが超過需要をもち，また主体广2は財ら 

の超過供給をもっが，それに対して主体らが超過需要をもち，…… というふうに続いていって， 

最後に主体は財らの超過供給をもっが，それに対して主体へが超過需要をもっと仮定する。 

すなわちこれをグラフ化して示せば，グ1 ,Y2,……，r , の主体にっいて超過需要（および超過供給） 

が第1図のような構造を具えているとするのである。そのときさらに，価格ベクトル/>の下で各主 

体の需要する財の総価値額が彼の供給する財の総:価値額にひとしく，その価値額が5であらわされ 

るとすれば，そのような[O iらグ2もグ3......グ, らへ），/>, 5]をもって長さ幅 <5のチュインと呼

注〔1 7 ) オストロイ-スターの定理1。そのIE明についてはOstroy and Sljarr, op. c ii" pp. 1098-1102を参照せよ。ま 

たグラフ理論の応用にもとづく別証が Bradley, op. cit" pp. 228-231および浜田，前掲論文，pp. 78-83に見出さ 

れる。
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交換媒体としての貨幣と取弓I過程の分権化 

ぶ。このような定義から，q if、 2-^q ^m in (m , n) を満たさね 

ぱならないことはいうまでもないであろう。

チ:nイン[O iらデ2らら......rO, /j, 5 ]を 《x w の超過需

要行列Z=[2, ' ,]を用いてあらわすならば，ただちに明らかなよう 

に

■ -5/A- f o r  O , り =  0 , ,  O  ( s = l , 2 ,

5/pi f o r  ( r , り =  0 , ,  / , - i )  ( 5  =  2 ,

0  o t h e r w i s e

のようであり，さらに分かりやすく主体ならびに財の添数をつけ換えて， = f

, q) 

q) or O i , i,)

とすれば

5/A 5/A 0 •. .… 0 0

0 — Slp2 ろ1 わ 2 . .… 0 0

0 0 ろ! !>3 . . .… 0 0

6 6 6 … '- 'S/P,- 1 ^ 'fp i

SlPo 0 0 .. . . . . 0 -8/P

0->

のようである。

以上に定義されたチ:c インは巡回置換と対応関係をもち，長さg のチ:Cインに含まれる取引主体 

1 , 2 , ……，q のあいだの相互関係は，巡回置換 .

a = (  2 3 …… ニ  Z :  I  )

によってあらわされる。ここで右辺の第1行は当該のチ:Cインに含まれる取引主体の添数すなわち 

それらの主体の名前をあらわし，第2行は同一のリストを相異なる順序で含んでいる。 1の下の2 

は主体1が財1を主体2に提供することをあらわし，以下同様に進んで……最後のヴの下の1は主 

体g が財g を主体1に提供することをあらわしている。

もし主体1 と主体S (1<5^めが会合して，彼らの超過供給をを換するとすれば，その交換は置換

ぺ . 2 ニ  1 : Z  I  )

であらわされ，この置換においては1に5 力;，5 に1が対応させられるほかは，すべてr ,に r,そ 

のものが対応させられている。これは主体1が財1を主体Sに与え，主体Sが財Sを主体1に与え 

るほかは，何びとも交換を行なわないことを意味している。この)9という取引がものチ* イン《
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に与える効果は，0：に前からタをかけることによって

/I 2 ...... S—1 S S + 1 ......q \
目• « = (  I

\2 3 …… 1 S + 1 5 + 2 …… S ノ

のようにあらわされる。たとえぱiS. aの第1行のg に対してS が対応するのは，《(ヴ）=1,か1)=5 

であるところから， ヴ)）=/9(1)ニ5 となるからである。 i S . a を見てすぐ分かるように，それ 

は二つの互いに素な巡回置換

/ 1 2 ...... S一1\ / S S + 1 ......q \

\ 2 3 . 1 ノ, \ぶ+ 1 5 + 2 … … S j

から成っている。すなわち主体1 と5 とのあいだの交換は，ヴ人を含むもとのチェインを，それぞ 

れ 5—1人， g- (S—1) 人を含む二つのチ;Cインに分割する効果をもっている。，それをグラフで表 

現したものが第2図である。

第 2図

(ii)上に定義したようなチ:n インの構造をもつ超過需要行列Z とある初期保有量行列X について

(/), Z, X ) が （U ) を満たすとすれば，（A ) および（E ) を満たす取引ルールがかならず存在

することを示す。この命題は，チ:n インの長さSに関する帰納法を適用することによって容易に誰
(18)

明される。

まず5 = 2 の場合には，当該の2人の主体が会合してその超過供給を交換すれば，事が済むこと 

は自明である。

そこでつぎ に — l<m in(；m, « ) のようなすぺての5 について.（A), ( E ) を満たす取引ル 

一ルがあることを仮定し, その上で5ニg についてもそのようなルールがあることを以下で示す。 

いま { 1 , 2 , ……，ヴ} からある任意のペアが選ぱれて始めて会合する期をとし， そのペアを 

一般性を失なうことなく 7：<*(1)ニ r , 1<グさなと定めよう。このペアの主体が互いに彼らの超過供 

絵を交換すれば，もとのチェインがそれぞれ0 —1 ) , g — 0 — 1) の長さをもつ二つの互いに素な

注（18) Ostroy and Starr, op. cit" p. 1100, Lemma 1.
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チェインに分割されることは，（i)に述べたとおりである。定義によってらは{1,2,  ....... g} の

任意のペアが会合する始めての期であり，{?r*}はすベてのペアに会合の機会を与えているわけであ

るから，/*さ を 満 た し ， しかも上記の二つのチ:インのなかでそれぞれそこに含まれるすぺ

てのペアが会合するようなt がかならず存在する。そして上記の二つのチェインの長さはいうまで

もなくそれぞれg—1 を越えることはないから，それらに帰納法の仮定を適用することによって，

所期の結論が成り立つことは明らかである。

卸つぎの手順としては，所与の超過需要行列Z と初期保有量行列叉について（ん Z, ：̂)が（U)

を満たし，か つ であるとき， = ん Y1X  ̂= X を満たし，か つ P が ど の =1 ,2 ,

■ ’ ~ ' (19)

……，ゾについても/>の下でチ:nインの行列となるような（P ,ク，X i ) が存在することを示す。

. まず仮定によってZ=?5=0であるから，Z は少なくとも一'"3の非ゼロの行をもつ。そこでその一'"：>

を第!'1行とすれば，（U . 1 ) からr 之,v  = 0 であろから， となるような少なくと

も2人の取引主体r!, r ! がいるのでなくてはならない。 ところ力’、/>>0でしかも（U. 2) から

S A ス>2ニ0 が成り立っているところから，上記の帰結もr ,> 0は少なくとも一つの財i: につい

て •?,V2<0を成り立たしめるのでなくてはならない。同後な議論は，デ,キらまたはら卖らである

かぎり，あ る い は よ り 一 般 的 に 5 = 1 , 2 , ……，q - 2 ま た は s = 2, 3, ……，q

一1 (5-1 = 1 , 2 , ……，q - Z )であるかぎり， の < 0 および2..びド> 0 のような主体と財につ

いて順次に続けていくことができる。 しかし，つねに（U . 1 ) , (U. 2) が成り立っていることを

考慮すれば，5^m in(m , w) + l を満たすs のなかに， や が て = となるかあるいはら= も-1

となるような5 がかならず存在しなくてはならないことが知られる。

そこでもしらニグ，であれば，

PisZisTs <^0, piaZisTs + \ Pis + \̂ is + irs + ........, Piq-lZiq-ir

および

となるが，ここでこれらの価値額の絶対値の最小値を<5とおくことにより，チェイン[ 0 : /, r,+i… 

…r,-パ,-1ド:），P, 5 ]を構成することができる。

他方もしらニ*':-1であれぱ，同様に

J J", < 0,' クf J r !  + i >0, j + i2^t, + irs + i <0, ........, Pis-\Zis-iTq'^0

および

P is- l^ il — lTqs^O

となる力:，ここでもこれらの価値額の絶対値の最小値をd とおけば，チェイン[0%もr,+i,......

is-I P, 5 ]を得る。

交換媒体としての貨幣と取引過程の分権化

注(19) Ostroy and Starr, op. cit., p. 1101, Lemma 2.
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上のいずれの場合であっても，そのようにして得られるチ:n インの行列表示を么1 とすれば，明 

らかにそのつくり'方からsgn z}, = sgn Zirであるか乏| ,= 0であるかのいずれかである。

つぎにわれわれはスー<^1に対して，玄1を構成したのと同じ手続きを用いてズ2を構成する。い 

うまでもなく Z—》 はZ と同様（U . 1 ) , (U. 2 ) をたしており，また自明の理由によって，そ 

の非ゼロ元素はZ のそれより少なくとも1個は減っている。こうして一般に—！:クに対して繰

返し同じ手続きを適用していけば，次々にを構成することができ，Z _ I ：ク'の非ゼロ元素は

Z-J： のそれよりも少なくとも1個は減少する。Z の非ゼロ元素.の数はたかだか個を越 

えないから，この手続きはおそかれ早かれかならず有限回で終了し，あるゾ^ " m についてZ — 

= 0 となる。

そこであと残っているのは，E 叉プニ叉となり，かつすぺてのメについて（/>,を，X 0 力：（U.

3 ) を満たすようなX プを見出すことのみである。そのような叉' は j  = l , 2 , ……，J - 1 につ 

いてX プニー[タメ]-とおき， = X  — r ズプ' とすることによって得ることができる。つ-くり方から

X ^X > = Xが満たされ，またゾ=1 ,2 ,  ......, J —1 について（U. 3) X ''^ —Z> が満たされるこ

とは自明である力S さらに叉ゾ，を についても（U. 3 ) が満たされることは，つぎのような推論 

によって立！Eされる。事 美 X については（U. 3 )が満されているのであるから， すな 

わちZさ一X であり，したがって一又さ0 であることを考慮すれぱ[Z]-さ一X である。他方つ 

くり方から

= Z -'力 C-[力]-)=X+  [タ]- 

= x +  j：iz>y-iz}y=x+izy-\_zjy

であるから，これに上で導いた[ z ] - ^ - x を代入して

(11)

を得るのである。

(iv)最後に以上の結果をとりまとめて,，ip, Z, X ) が （U ) を満たしているとき，（A ) および

( E ) を満たす取引ルールがあることを誰明しよう。

まず(川からQP’ z\ ATOについては（A), ( E ) を満たす取引ルールがあるのであるから，そ

れが定める取引の列をM りと書けば，条件（E )か ら 力 ハ で あ る 。 ゆえに，脚力みZ :

S タ= S  2  A > 'となり，この取引についても（E ) が満たされることは明らかである。

注( 2 0 )ここで[Z]-ニ [min (Zir, 0 ) ] ,すなわち[2]-は Z で正の元素をすべて0に置き換えたものに等しい。
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ま た {Aパ} は （A ) を満たすのであるから, 7r<00 = 5 の （ダ，5 ) については，どの f について 

も flグ= およびか2ケ= 0 が満たされており，したがって 2  ニー]^ロぐ， />ジ ^̂グニ0 が成

立する。よってわれわれの取引ルールは（A . 1 ) , ( A . 2 )をも満足する。さらに sgn ニ sgn之i, 

であることを考慮すれば，（/> ,ル，X 0 に適用される取引/!^一ルが（A. 3 ) を満たす以上，Cp, 

r ク， 2 叉 '）に適用されるそれがやはり（A. 3 ) を満たすことも明らかであろう。

I

この定理で提唱されている取引ルールは，そのつくり方からも知られるように，集権的情報が利 

用可能であることを前提として考えられたものである。そこではまず超過需要の行列がいくつかの 

チ: インの和に分割されねばならず，中央からの指令なくしては，何びともまらがどのチ:Cインに 

所属するか，また当該のチェインに他のいかなる成員が含まれているかを知ることはできないであ 

ろう。また各期の会合において各主体は特定のペアで取引に従享するが，その取引はチ:n インごと 

に行なわれ，したがってそのそれぞれに対して自らの超過需妻をどう分割するかを知るのでなくて 

はならない。チェインの数が多い場合，これらの取引はきわめて複雑であり，当該のチェインが適 

当な相手を含まないために互恵的な取引の機会が見送られることもあるであろうし，また相互にい 

ずれの当享者によっても欲求されな、財が交換されることもあるであろう。結果において超過需要 

の完全充足が実現されるためには，これらの間接的な交換は，将来，将来のそのまた将来……等々  

のバートナーがどのような財を欲求するかについての詳細な情報をことごとく含むものでなくては 

ならないであろう。

7 こうして上記の定理の取引ルールは，たしかに1 ラウンド内で超過需要の完全充足を保証しは 

するものの，それが要請する情報はきわめて複雑なものであり，元来無政府的で情報が分権化して 

いることを建前とする市場経済には適合したものとは思われない。したがってわれわれのつぎの課 

題は，果たしてこのような情報集権的取引ルールが条件（A ) および. （E ) の達成に必要不可欠な 

ものであるかどう力b また経済の構造がある種の条件を具えている場合には， （A ) 力、つ ( E ) を 

満たす情報分権的な取弓Iル一ルが存在しえないかどうかを検討することでなくてはならない。

前者の課題はしぱらく措き，さしあたって後者の見地から享態を眺めてみた場合に，まず直観的 

に明らかなことは，情報の制約を前提とする以上，交換制度を何らかの形で組織化することなくし 

てば困難を解消することはできないであろうということである。問題のこの方向に対して道を示唆 

するのは，前稿ですでに考察した取引効率化のための二つの十分条件，すなわちプロ一力一として 

の役割を果たす取引者の存在と，一般的受容性を具えた貨幣財の存在である。本稿で目下当面して 

いる課題に対しても，ォストロイ= スターはこれらの条件の下で必要情報が大ホ墓に簡略化される可. 

能性がありうることを示しており，特定の取引者が交換仲介主体として機能する場合と，特定の財
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が交換媒体として機能する場合のそれぞれについて，分権的な取引が超過需要の完全充足と両立す 

ることを主張している。

第一の場合には，ある主体r* がすベての財について他のすべての主体の超過需要を満たすに足 

りるだけの初期保有量をもっていること，すなわち条件

(B )  も •ミ  2  l>r]+, r* eM
(21)

が成り立っていることを仮定すれば，その下で取引ルール

(T ,) aiL[,') = ia[y a[')-
(0, O') for r^r*  or r=s=r'^

tCfr» 一yユ） for r^s=r*
(22)

が （A ) および〔E ) を満たすことを示すことができる。そして（T O が分権的情報の条件（D) 

とりわけ〔D * )を満たすことは，定義から明らかである。

これに対して第二の場合には，すべての主体が支払手段として役立つある財ドを，他財の超過 

需要価値額を賄うに足りるだけの額で初期保有量としてもっていること，すなわちすべてのグにつ 

いて

(M) Pi* Xi*r^ JlPiLzirV, i e N

が成り立っていることを仮定すれば，その下でつぎのような取引ルール（1 % )が （A ) および（E)
(23)

を満たすことを，同様に示すことができる。

//(Z/rOニ0 し fl;) = (ろ^+ タし b[+yO

r 0 for or i = i*

(T/0 ( i )がir ニ —b\sニ |min( レレI, |";,|) for y|,>0, v\,<0

[一min( レM , |yしI) for v\,<Q, y|,>0 

[0 for i^ i*
(ii) V* ニ 一が= j

[ q ここで Pbi+Pi*g=0 for i = i*

この取引ルール0 % ) もまた定義から明らかなように，（D ) ならびに①* ) を満たしている。

取引ルール（T J はいうまでもなく主体r* が取引所を代行する取引所的な交換制度をあらわし 

ており，この場合は他の主体はもっぱら主体r * とのみ取引し，彼らどおしのあいだの交換はけこ 

とえ欲望の両面一致があったとしても）いっさい行なわれない。すなわち交換仲介主体としての機 

能はすべて主体グ* に特化集中し，他の主体はそのような機能からいっさい解放されるのである。 

他方取引ルール（. T J は，財 i * が支払手段として機能する貨幣的交換制度をあらわしており，こ

注(21) [Zr〕+=[max (Z ,„ 0), ......, max (Z„r. 0 ) ] ,すなわち[Z,]+は Z ,の負の成分をすべて0に置き換えたぺク

ルである。

(22) Ostroy and Starr, op. cit" p. 1108, Theorem 3 .その証明については，浜田，前掲論文，PP. 86~87 参照•

(23) Ostroy and Starr, op. cit" p. 1109-1110, Theorem も浜田，前掲論文，pp. 88-89 参照。
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こでは等価条件の充足はすべて貨幣財をつうじて行なわれることになを。これら二つの制度を比較 

してみた場合，取引所的な交換制度は主体グ* への財の集中を前提としており，また非対称的な情 

報構造を必要としているところから，（D * )を満たすとはいえ，同じく情報分権的な取引ルールで 

ある貸幣的交換制度よりもはるかに集権的な制度であると考えられよう。要するにそれは，われわ 

れが本稿の冒頭において訣別した中央取引所制度のレプリ力にほかならないのである。これに対し 

て貨幣的交換制度は物理的にも情報的にも集中を必要とせず，またあらゆる交換機会に貨幣を除く 

すべての財の超過需要を可能なかぎり単調に減少させることをも認めている点で，交換誘因からし 

てももっとも分権的な制度であるということができる。このような理由から，われわれは以下では 

もはや取引所的交換制度の考察には立入ることなく，もっぱら貨幣的交換制度に焦点を合わせて， 

しばらくその考察に専念することにしよう。

定理3 グループ構成員の数々はつねに2 に等しいものとする。そのとき特定の財i'*につい

て条件（M ) が満たされているとすれば，（L 0 を満たすすべての（/>, Z, X )かつすぺての 

レ'}, /ニ1 , 2 , ……，アに対して，条件（A ) および（E ) を満足する情報分権的な取引ル

一ルが存在する。

証明

( A . 1 ) が満たされることは（T - )のm, (ii)から自明，また（A. 2 ) が満たされることも（TO ' 

の(n)から自明*である。

つぎに（A. 3 ) の満足については，つぎのように推論を運ぶことができる。 まず（T O の定義 

から，も し さ 0 ならすぺてのn こついて明らかにy.し̂ が,さ0 となり，ま た も し な ら 同  

様 に さ が ,さ0 となる。ゆ え に さ 0 であることを考えれば，y}よ 0 の場合は当然 + •よ 0 

な い し は +がレさ0 が成立する。他方y!ぺ 0 の場合は，- Z ^ X ,  F'ニ Z — ル ，W^ = X  + 

であることから， さ 一 ゆ え に や は り + さ0 が成り立つから，それと前記の帰結 

v\r^b\r^Qとを併せて，同 様 に +ろさ0 が成立する。そ し て に つ い て は （Tパ）（ii)から 

y\r=^であるから，K = め , , し た が っ て し さ 0 となり，i * 以外の財については（A. 3) の 

満たされることが判明した。

貨幣財ドについては，まず（TO U)からろし, = 0 ,また(ii>から/ = Aズ;rであるから，

(12) + +y\*T Pi*^Ur~ ZJ Pi b*i, )

となる力'シここで

(13) P i M * r -  E  Pib\r

-----93(251)-----
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=pi*{xi*r + ^ a U r ^ - H P ib u

= P i * X i * r +  p i * ' E y U r - l l P i b * i r  

=pi*Xi*r— E  I] Pi* blr- S  A ろJr

=Pi*Xi*r -  Z1 S  Pi* blr

(24)

'^Pi*Xi*r-HPilv\,y

=Pi*Xi*r - ZJ PilZirY 

^ 0

である。 + となって， についても（A.  3) の満たされることが明らかとなっ

た。

あと残っているのは（E ) が満たされることの証明であるが，この点について、はつぎのようであ 

る。ま ず に つ い て も し で あ っ た と す れ ば ， >0,  < 0 となる少なくとも 

2 人の取引者；S  5 がいるのでなくてはならない。そして会合のつくり方から， 7T’（r ) = s となる 

期でさア+ 1 がかならず1期しかも1期のみ存在し，そのようなでについては（1%) (i) から

(14) Vし̂ vj；+i, «

が成り立つはずである。ところがもし取引者グ， 5 が前記の取引ルールm にしたがって行動すると 

すれば， のときには1^% =0,ま た レ の と き に は u[,+ i=oとなり，このニつ 

の場合のいずれかは真でなくてはならないから， レが ,+1がともに非ゼロとなることは不可能で 

ある。 そこでそのいずれかがゼロとなるとすれば， それらの単調減少性からで+ 1 期まで y/;+l 

>0 , t^r,+ i<oを持ち越すことはできず，これは"r ,+ i# oの仮定と矛盾する。 ゆえに卖 》'* <oi 

については，すべて " f / i =  0 が成立する。

つぎに yj；+i=2レ ー の関係から

(15) E  Pi "fr+l ニ  2  PiZir 一  Z  A  E

注(24) (T ^ .)(りから"Irミ0 のようなi¥=i*についてはミ"じさ0 for t ^ > tかつズし= a5rとなり，：.= ».* :については 

ん = 0 となろから，["i,]+さh  [ろTr]+が成り立つ。

—— 9i(.292')---



交換媒体としての貨幣と取引過程の分権化

= - . 5 * かろ: ' + かが*••)

となるから，（T/0 {ii)のルールから

(16) I ： Aイ ,+1 =  0

を得る。したがって上でSE明ずみのように，：•キi * のすベてのI•について"r,+*=0になるのであ 

れぱ，それとか* > 0 であることから，i * についても"1*+/=0となり，よって証明は完了する。

上記の定理3をつうじて，われわれは貨幣財をメディアとして用いる交換過程が分権的情報の下 

で （A )および（E ) をいずれながら満足せしめることを知った。このような定理の帰結について 

何よりも注目すべきは，必要とされる情報量のいちぢるしい減少である。 ルールCT；«)が要請す 

る情報はもっとも分権的な（D * )であってよく，すべての財が最終的な欲望充足と交換媒体という 

二重の目的たのめに用いられる;^合の取引調整上の煩雑さは一挙に解消されることになるのである。

このような意味で，メディアとしての貨幣の有用性は，取引過程の分権化=情報の節約化を可能 

にするところに見出される。これが上記の考察を経て確認された重要な結論である。

(経済学部教授）
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